
地方拠点強化推進事業

企業の移転に係る経費の一部を支援することで、本県への本社機能移転を促進し、県内就職を希望する人材の働く場
の創出に繋げ、産業人材の確保及び地元雇用の創出を図るもの。

01 事業概要・目的

03 補助事業イメージ

02 事業内容

本社機能移転促進事業費補助金　※事業の詳細については、担当課までお問合せください。

本社機能移転に係る新設・増設又は購入に要する経費（※土地取得費用は除く）
補 助 率：投下固定資産額×10％
補助上限：100,000千円/社

（1）補助額等

（2）交付要件

（3）対象経費 本社機能を移転する際に要する投下固定資産額及びこれと合わせて実施する付帯工事費
（土地購入・造成費用は除く）
※投下固定資産額……地方税法第341条に規定する「固定資産」のうち、特定業務施設の用に供

するものの取得価額の合計（消費税及び地方消費税除く）

下記①、②のいずれかに該当し、以下の交付要件を満たすこと。

※特定業務施設……地域再生法施行規則第8条に規定する事務所、研究所、研修所のこと。

① 移転型
県外に本社及び事業所を置く事業者が、県内に新たに特定業務施設を新設又は取得
により整備しようとするもの

② 拡充型
県内に事業所を有する事業者が、新たに特定業務施設を新設、増設又は取得により
整備しようとするもの

投下固定資産額

3,500万円以上

1,000万円以上

常時雇用者増加

5人以上

1人以上

大 企 業

中小企業

交付要件▶

③ 指定審査　⑦ 交付審査
⑩ 完了検査

④ 補助対象指定　⑧ 交付決定　⑪ 額の確定・支払い

② 指定申請　⑤ 施設整備
⑥ 交付申請　⑨ 実績報告

県 企業

① 事業周知・補助金公募・相談対応

事業担当 企業立地課
問合せ先 024-521-8523

当該制度に係る県ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32021a/itensokushin.html


